
 

○扶桑町企業立地促進条例施行規則 

平成24年３月29日規則第１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、扶桑町企業立地促進条例（平成24年扶桑町条例第２号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

（地域振興のための工場等） 

第３条 条例第３条第１項に規定する地域振興のための工場等は、次のいずれかに該当する業

種の工場等をいう。 

(１) 愛知県知事が指定した技術先端型業種であること。 

(２) 指定集積業種（企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関

する法律（平成19年法律第40号）第５条第２項第６号に規定する指定集積業種をいう。以

下同じ。）であること。 

（奨励金の額等） 

第４条 条例第３条第１項に規定する工場等新設促進奨励金及び工場等増設促進奨励金の額は、

操業開始日以後に、当該工場等に係る固定資産税を町が最初に課することとなった年度（以

下「課税初年度」という。）から、３年間における工場等の新設等に係る目的で取得した土

地（工事に着手する日前３年以内に取得した土地に限る。）及び工場等の新設等に係る家屋

の各年度の固定資産税並びに都市計画税に相当する額に別表１に定める割合を乗じて得た額

とする。ただし、増設の場合は、町内にある工場等（町外に存する工場等を除く。）の敷地

を縮小し、又は工場等の全部若しくは一部を廃止したときは、縮小した敷地又は廃止した工

場等に係る固定資産税及び都市計画税に相当する額を控除した後の額に別表１に定める割合

を乗じて得た額とする。 

２ 条例第３条第２項第１号に規定する雇用促進奨励金の額は、条例第４条第３項第２号及び

第３号の従業員の確定した数に15万円を乗じて得た額とする。ただし、300万円を限度とす

る。 

３ 条例第３条第２項第２号に規定する償却資産取得奨励金の額は、償却資産を取得した工場

等に課税初年度の取得した部分に係る固定資産税に相当する額とする。 

４ 第１項及び第３項の規定において、奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てた額とする。 

（奨励金の分割支給） 

第５条 前条に規定する奨励金は、交付する年度内に３回を限度として分割して支給すること

ができる。 

（生活環境の配慮及び法令の遵守） 

第６条 条例第４条第１項第３号及び第２項第４号に規定する工場等の周辺地域の生活環境に

適正な配慮を行う事項は、環境の保全に関する法令に定めるもののほか、町長の指示に従い、

必要な措置を講じなければならない。 

（指定の申請等） 

第７条 条例第６条第１項の規定による、奨励措置の指定の申請をしようとする事業者は、次

の各号に掲げる奨励金の区分により、当該各号に定める奨励金の申請書に必要な書類を添え

てそれぞれの期限までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情がある



 

と認めたときは、この限りでない。 

(１) 工場等新設促進奨励金及び雇用促進奨励金 

ア 申請書 工場等新設促進奨励金措置適用事業者指定申請書（様式第１） 

イ 期限 新設する工場等の工事に着手する日の30日前 

(２) 工場等増設促進奨励金及び雇用促進奨励金 

ア 申請書 工場等増設促進奨励金措置適用事業者指定申請書（様式第２） 

イ 期限 増設する工場等の工事に着手する日の30日前 

(３) 償却資産取得奨励金 

ア 申請書 償却資産取得奨励金措置適用事業者指定申請書（様式第３） 

イ 期限 償却資産に係る地方税法（昭和25年法律第226号）第383条に規定する申告期日 

２ 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに、指定の可否を奨

励措置適用事業者指定可否決定通知書（様式第４）により通知するものとする。 

（奨励金の交付の時期） 

第８条 工場等新設促進奨励金又は工場等増設促進奨励金は、第４条第１項に規定する課税初

年度から３年間における各年度分の奨励金の額をそれぞれの年度の翌年度に交付するものと

する。 

２ 雇用促進奨励金は、操業開始日から起算して２年を経過した日の属する年度の翌年度に交

付するものとする。 

３ 償却資産取得奨励金は、償却資産を取得した工場等に課税初年度の翌年度に交付するもの

とする。 

（交付の申請等） 

第９条 第７条により指定された者は、第８条の規定により奨励金の交付を受ける年度の６月

30日までに、奨励金交付申請書（様式第５）に必要な書類を添えて、町長に申請しなければ

ならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

２ 町長は、奨励金の交付の可否を決定したときは、速やかに、奨励金交付可否決定通知書

（様式第６）により通知するものとする。 

（交付の請求） 

第10条 前条第２項に規定により奨励金が交付されることとなった事業者は、速やかに、奨励

金交付請求書（様式第７）を町長に提出しなければならない。 

（届出） 

第11条 指定事業者は、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、町長に対し、当該各号に定め

る届出を行わなければならない。 

(１) 工場等の新設等に係る工事が完了した場合 工事完了届（様式第８） 

(２) 新設等した工場等が操業を開始した場合 操業開始届（様式第９） 

(３) 指定を受けた内容に変更があった場合 指定申請書記載事項変更届（様式第10） 

(４) 奨励措置に係る工場等が操業を休止し、又は廃止した場合 操業休止（廃止）届（様

式第11） 

（権利の譲渡等の禁止） 

第12条 奨励金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。 

（指定事業者の地位の承継等） 

第13条 相続、譲渡、合併等により指定事業者に変更が生じたときは、奨励措置に係る事業が

継続される場合に限り、当該事業の承継人は、町長の承認を受けてその地位を承継すること



 

ができる。 

２ 前項に規定する指定事業者の地位を承継しようとする者は、速やかに、承継申請書（様式

第12）を町長に提出しなければならない。 

３ 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、指定事業者の地位の承

継を承認したときは、当該承継人に対して承継承認通知書（様式第13）により通知するもの

とする。 

（指定の取消し） 

第14条 町長は、条例第８条の規定により指定を取り消したときは、奨励措置指定取消通知書

（様式第14）により通知するものとする。 

（奨励措置の取消し等） 

第15条 町長は、指定事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第９条第２項の

規定により、奨励措置を取消し、奨励金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した

奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。 

(１) 前条の規定により指定を取り消されたとき。 

(２) 奨励措置の対象となった工場等が操業を休止したとき又は休止の状況にあると認めら

れるとき。 

(３) 町税を滞納したとき。 

(４) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受け、又は受けようとしたと認められる

とき。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、町長が奨励金を交付することが適当でないと認めたとき。 

２ 町長は、条例第９条の規定により奨励金の全部又は一部の交付を停止したときは、奨励金

交付停止通知書（様式第15）により通知するものとする。 

３ 町長は、条例第９条の規定により奨励金の全部又は一部を返還させることを決定したとき

は、奨励金返還命令書（様式第16）により通知するものとする。 

４ 前項の命令書を受けた者は、町長が定める返還期限までに奨励金を返還しなければならな

い。この場合において、返還期限までに当該奨励金を返還できなかったときは、返還期限の

翌日から返還の日までの日数に応じた延滞金を加えて奨励金を返還しなければならない。な

お、延滞金については、扶桑町税条例（昭和38年扶桑町条例第２号）の例により算出するも

のとする。 

５ 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前項の延滞金を免除することができる。 

（委任） 

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に指定地域内で工場等の新設等に着手している事業者については、

第７条第１項第１号中「新設する工場等の工事に着手する日の30日前」及び同項第２号中

「増設する工場等の工事に着手する日の30日前」とあるのは、「この規則の施行の日後60日

の間」と読み替えるものとする。 

附 則 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

 

 



 

別表１（第４条第１項関係）  

区分 割合 

新設及び増設（指定地域内の他

の場所に工場等を建築し、かつ

既存の工場等の事業を継続して

営むもの） 

初年度 100／100 

翌年度 100／100 

翌々年度 100／100 

増設（拡張、建て替え又は移

転） 

初年度 100／100 

翌年度 75／100 

翌々年度 50／100 

 



 

様式第１（第７条関係） 

 

 



 

 



 

様式第２（第７条関係） 

 



 

 

 



 

様式第３（第７条関係） 

 



 

 

 



 

 



 

様式第５（第９条関係） 

 
 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

様式第７（第10条関係） 

 



 

様式第８（第11条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第９（第11条関係） 

 



 

様式第10（第11条関係） 

 



 

様式第11（第11条関係） 

 



 

様式第12（第13条関係） 

 



 

様式第13（第13条関係） 

 



 

 



 

 
 



 

 


